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仕様書－４ 委託契約金額・算定方法及び支払方法 

 

１ 業務委託料 

  

 市立福知山市民病院 

食事区分 委託単価 内訳(加工費) 内訳(食材費) 備考 

一般食 

特別治療食 

朝 食         円 

昼 食          円 

夕 食         円 

円 

円 

円 

円 

円 

円 

1食当たり 

外来透析食 円  円 円 1食当たり 

検食 

朝 食         円 

昼 食         円 

夕 食         円 

円 

円 

円 

円 

円 

円 

1食当たり 

特別メニュー 円 円 円 1食当たり 

濃厚流動食 一般食として算定    

補助食品 月 額          円    

 ※ 上記委託単価に費税及び地方消費税は含まない。 

※ 受注者は、朝食・昼食・夕食において、お茶セット(茶・湯呑・蓋)・箸の提供を

行うものとし、そのうち茶葉の費用は、受注者の負担とする。 

 

 市立福知山市民病院大江分院 

食事区分 委託単価 内訳(加工費) 内訳(食材費) 備考 

一般食 

検食 

特別治療食 

朝 食          円 

昼 食         円 

夕 食         円 

 

円 

円 

円 

1食当たり 

保存食 円  円 1食当たり 

 

職員食 

 

朝 食         円 

昼 食          円 

夕 食         円 

 

円 

円 

円 

1食当たり 

管理料 月 額          円    

※ 上記委託単価に費税及び地方消費税は含まない。 

※ 受注者は、朝食・昼食・夕食において、箸の提供を行うものとする。 

 

２ 算定方法 

市立福知山市民病院 

(1)一般食・特別治療食： 

診療報酬上の保険点数請求方法に基づき、発注者より発注された喫食者数に対

し月間で集計した朝食、昼食、夕食の各食数にそれぞれの請求単価を乗ずる。 

ただし、一般食・特別治療食の各食（朝食・昼食・夕食）の食数が２３０食以
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下の日がある場合は、各食２３０食分の加工費は保証するものとする。 

  (2)外来透析食：月間合計食数に請求単価を乗ずる。 

(3)検食：月間で集計した各食数に請求単価を乗ずる。 

(4)特別メニュー：月間で集計した各食数に請求単価を乗ずる。 

(5)その他：医療法改正により請求方法が改定された場合は、それに準拠する。 

   

 市立福知山市民病院大江分院 

(1)一般食・検食・特別治療食： 

診療報酬上の保険点数請求方法に基づき、発注者より発注された喫食者数に対し

月間で集計した朝食、昼食、夕食の各食数にそれぞれの請求単価を乗ずる。 

(2)保存食：月間合計食数に請求単価を乗ずる。 

(3)職員食：月間で集計した各食数に請求単価を乗ずる。 

(4)管理料：月額を請求する。 

(5)その他：医療法改正により請求方法が改定された場合は、それに準拠する。 

   

３ 支払方法 

受注者は、毎月締切り後発注者に対して消費税及び地方消費税を加算し請求書を提

出する。発注者は、これを照合し、誤りがないときは、福知山市財務規則および福知

山市病院事業会計規程に基づき、適法な請求書を受理した日から３０日以内に当該請

求金額を受注者に支払うものとする。 

 

４ 契約満了時における受注者の投資費用の譲渡 

市立福知山市民病院の一般食・特別治療食の委託単価内加工費及び市立福知山市民

病院大江分院の管理料には、患者用調理小物を含むが、契約期間が終了した場合は、

受注者は、無条件にて発注者に引き継ぐものとする。 

 


